
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記入上の注意＞ 
◆注意書きがある場合を除き、症状固定日時点における障害についてご記入をお願いいたします。 
◆１ページ目の１・２および４ページ目の３・４は必ずご記入をお願いいたします。その他の欄は、患者様に該当する障害部位に応じて、ご記入をお願いいたします。 
◆＊「労働能力」とは、一般的な平均的労働能力を言い、年齢、職種、利き腕、知識、経験等の職業的、能力的諸条件は考慮しません。 

重度障害診断書 

（後遺障害診断書） 

U A ゼ ン セ ン 福 祉 共 済 互 助 会 

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop） 
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